施行基準第１３号様式


確　　約　　書
（テナント改造申込）


　この度、流山市　　　　　　　　　　　　　　において、テナント部分は利用者未定のまま給水装置工事承認申込みを行います。
　つきましては、テナント入居者が決定次第、改造の給水装置工事承認申込みを行い、手続き完了後に営業することを確約いたします。
　また、メーターは改造の給水装置工事承認申込みまでの間、設置しないことに異議はありません。
　なお、これらの確約事項は申込者に変更があっても継承します。

　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　申込者　氏名(※)
　　　　　　　　　　　　　電話番号
※本人（代表者）が手書きしない場合は、押印してください。


（宛先）流山市上下水道事業管理者

